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労働者派遣法見直し論議再開にあわせ、厚生労働省前集会を開催 

 

 

 連合は、7 月 30 日午前、厚生労働省前で、「労働者保護の視点で労働者派遣法改正

を求める厚生労働省前激励集会」を開催した。 

 この集会は、厚生労働省の労働政策審議会労働力需給制度部会において、次の臨時

国会に向けた労働者派遣法見直しの論議が再開されることを受けて開催したもので、

300 名を超える連合構成組織の仲間が集まった。 

 主催者あいさつのなかで古賀事務局長は、「労働者派遣制度の相次ぐ規制緩和によ

って、さまざまな問題が顕在化している。この問題は、日本の社会全体の問題として、

企業、行政、政治そして労働組合が、それぞれの役割を自覚し、取り組まなければな

らない。派遣労働者の保護を強化するためには、小手先の改正ではなく、抜本改正で

なければ納得できない。先に出された研究会報告の内容にとどまらず、内容を前進さ

せていくため全力を挙げる。」と、連合要求の実現を強く訴えた。 

 つづいて、需給制度部会の労働側委員である長谷川・連合総合労働局長と市川・JAM

政策・政治グループ長が、それぞれ審議会に臨む力強い決意を述べた。長谷川総合労

働局長は、「研究会報告が、基本的な視点として労働者保護と雇用の安定に着目し、

派遣法の見直しを提言したことは評価できる。しかし個別の項目については多くの問

題が残されている。労側委員として、派遣労働者の保護と雇用の安定をまもるために、

必死で最後まで頑張りたい。」、市川 JAM 政策・政治グループ長は、「小泉政権の規制

緩和でズタズタにされたワークルールを戻し、改革できるのは労働組合以外にはない。

派遣法改正がそれに向けたたたかいの第一歩であり、覚悟を持って臨みたい。」と述

べた。 

 その後、自動車総連、情報労連、連合東京の代表が参加者を代表して各組織におけ

る取り組みの決意と激励のあいさつを行った。最後に、参加者全員のシュプレヒコー

ルで要求実現を訴えた。 


